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各府省担当部局長! 殿!
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厚生労働省労働基準局長!
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独立行政法人、特殊法人、国立大学法人等における!
無期転換ルールの円滑な運用について!

!
!

労働契約法第 #%条に規定された無期転換ルールにつきましては、これまで周知等にご

協力をいただき、厚く御礼申し上げます。!
!
本ルールに基づき、平成 "& 年４月以降、多くの有期契約労働者に無期転換申込権が発

生しており、労働者が当該申込権を行使することにより、申込時の有期労働契約が終了す

る日の翌日から、無期労働契約に転換することになります。これから年度末にかけて、契

約更新の時期を迎える有期契約労働者が多くなりますが、契約期間が３月末までである有

期契約労働者が無期転換申込権を行使した場合、本年４月１日に無期労働契約に転換する

こととなりますので、本ルールの円滑な運用が求められます。!
!
これまで、企業等においては、無期転換ルールの円滑な運用に向けた対応が進む一方で、

一部では無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的とした雇止めと疑われる事

案があり、独立行政法人、国立大学法人等に係る報道もなされているところです。!
!
無期転換ルールへの対応にあたりましては、以下の事例のように、無期転換ルールの適

用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止め等を行うこ

とは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではなく、慎重な対応が必要です。!
・無期転換申込権が発生する５年を経過する直前に、一方的に、使用者が契約の更新上

限（例：有期労働契約の更新は５年を超えることができない）を就業規則に設け、こ

れに基づき無期転換申込権の発生前に雇止めを行うこと!
・契約更新上限を設けた上で、形式的にクーリング期間を設定し、当該期間経過後に再

雇用することを約束した上で雇止めを行うこと!
!
厚生労働省においては、引き続き労使団体等と連携しながら、労使双方へ無期転換ルー

ルを周知し、円滑な運用がなされるよう積極的に取り組むとともに、個別事案に対しても、

法の趣旨に沿った対応がなされるよう周知・啓発を行ってまいります。!
!
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